
○江東区保育所等特別支援保育対象児童認定要綱 

平成３１年３月２９日 

３０江こ計第１３２１号 

改正 令和２年４月１日２江こ計第５７号 

令和３年３月３０日２江こ計第１２６０号 

江東区私立保育所障害児加算認定要綱（平成１１年３月２４日江厚保発第５

９０号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この要綱は、保育所等を利用する児童（以下「利用児童」という。）

が心身に障害等を有する場合又は集団保育において職員の加配等の個別支援

を必要とする場合に、当該利用児童を特別支援保育の対象児童として認定す

ることにより、もって集団保育を適切に行うことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 保育所等 次に掲げる施設をいう。 

ア 区立保育所（江東区保育所条例（昭和３６年３月江東区条例第９号）

第２条に規定する区立保育所をいう。） 

イ 私立保育所（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」と

いう。）第３５条第４項の規定により設置された私立保育所のうち、子

ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３１条第１項又は同

法附則第７条の規定により区の確認を受けたものをいう。） 

ウ 公設民営保育所 

エ 認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第７項に規定す

る幼保連携型認定こども園及び東京都認定こども園の認定要件に関する

条例（平成１８年東京都条例第１７４号）第３条第３号に規定する地方

裁量型認定こども園のうち、子ども・子育て支援法第３１条第１項の規

定により区の確認を受けたものをいう。） 

オ 小規模保育事業所（法第３４条の１５第２項の規定により小規模保育



事業（家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生

労働省令第６１号）第３３条に規定する小規模保育事業を除く。）を行

う事業所のうち、子ども・子育て支援法第４３条第１項の規定により区

の確認を受けたものをいう。） 

カ 東京都認証保育所事業実施要綱（平成１３年５月７日１２福子推第１

１５７号）に基づき区内において認証された保育所 

キ 江東区保育室制度実施要綱（昭和５０年５月８日江厚保発第４３号）

に基づき認定された保育室 

(2) 特別支援保育 心身に障害等を有する利用児童に実施する保育及び集

団保育において職員の加配等の個別支援（以下「個別支援」という。）を

実施する保育をいう。 

(3) 特別支援児童 次のいずれかに該当する利用児童（保護者の同意がある

者に限る。）をいう。 

ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）

により、特別児童扶養手当の支給対象となる者（所得により手当の支給

を停止されている者を含む。） 

イ 身体障害については、おおむね身体障害者福祉法施行規則（昭和２５

年厚生省令第１５号）別表第５号に規定する障害の級別が６級以上の者

（６級については、聴覚障害に限る。） 

ウ 知的障害については、おおむね東京都愛の手帳交付要綱（昭和４２年

３月２０日４２民児精発第５８号）第４条に定める判定基準に該当する

者 

(4) クラスサポート対象児童 個別支援が必要な満３歳以上の利用児童（私

立保育所、公設民営保育所、認定こども園又は小規模保育事業所を利用し

ている児童に限る。）をいう。 

(5) 観察調査員 保育所等を訪問し、利用児童の観察及び当該保育所等の職

員からの聞き取りを行う私立保育園長代表又は区立保育園長代表をいう。 

（対象児童） 

第３条 特別支援保育の対象児童は、特別支援児童及びクラスサポート対象児

童とする。 



（特別支援児童に係る認定申請） 

第４条 特別支援児童の認定を受けようとする保育所等の施設長（以下「特別

支援児童認定申請者」という。）は、保護者の同意を得た上で、江東区特別

支援児童認定申請書（別記第１号様式又は別記第１号の２様式）に江東区特

別支援児童認定調査書（別記第２号様式）及び江東区特別支援児童心身発達

及び個別支援の状況調査票（別記第３号様式）を添えて、別に指定する期限

までに区長に申請するものとする。 

（特別支援児童に係る調査） 

第５条 区長は、前条の規定による申請に基づき特別支援児童の認定の判定資

料とするため、任意で身体障害者手帳の写し、愛の手帳の写し、医療機開発

行の診断書等の提出を求めることができる。 

２ 区長は、手帳等の交付がない利用児童については、必要に応じ、保育計画

課担当職員及び観察調査員に当該利用児童の調査を指示し、その報告を求め

ることができる。 

（クラスサポート対象児童に係る認定申請） 

第６条 クラスサポート対象児童の認定を受けようとする保育所等の施設長

（以下「クラスサポート対象児童認定申請者」という。）は、江東区クラス

サポート対象児童認定申請書（別記第４号様式）に江東区クラスサポート対

象児童認定調査書（別記第５号様式）及び江東区クラスサポート対象児童心

身発達及び個別支援の状況調査票（別記第６号様式）を添えて、別に指定す

る期限までに区長に申請するものとする。 

（クラスサポート対象児童に係る調査） 

第７条 区長は、前条の規定による申請に基づきクラスサポート対象児童の認

定の判定資料とするため、必要に応じ、保育計画課担当職員及び観察調査員

に当該利用児童の調査を指示し、その報告を求めることができる。 

（認定会議） 

第８条 こども未来部長は、特別支援保育対象児童の適切な認定を行うため、

特別支援保育対象児童認定会議（以下「認定会議」という。）を設置し、第

４条又は第６条の規定による申請があった場合に認定会議を招集する。 

２ 認定会議の構成員は、別表に定めるとおりとする。 



３ こども未来部長は、必要と認めるときは、構成員以外の者を認定会議に出

席させ、又は他の方法で意見を聴くことができる。 

４ 認定会議は、第５条及び前条の調査結果を基に次の事項について審査する。 

(1) 特別支援保育対象児童の認定並びに認定不承認及び保留に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、特別支援保育対象児童の認定に関し必要なこ

と。 

（通知） 

第９条 区長は、認定会議の審査結果に基づき、認定の可否等を決定し、次の

各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める通知書により特別支援児童認定

申請者又はクラスサポート対象児童認定申請者に通知する。 

(1) 特別支援児童の認定をしたとき 江東区特別支援児童認定通知書（別記

第７号様式） 

(2) 特別支援児童の認定を不承認又は保留したとき 江東区特別支援児童

認定不承認・保留通知書（別記第８号様式） 

(3) クラスサポート対象児童の認定をしたとき 江東区クラスサポート対

象児童認定通知書（別記第９号様式） 

(4) クラスサポート対象児童の認定を不承認又は保留したとき 江東区ク

ラスサポート対象児童認定不承認・保留通知書（別記第１０号様式） 

（期限後の認定申請等） 

第１０条 特別支援児童認定申請者又はクラスサポート対象児童認定申請者は、

別に指定する期限後に特別支援保育対象児童の認定申請が必要となったとき

又は認定不承認若しくは保留となった特別支援保育対象児童について新たに

個別支援が必要となったときは、第４条又は第６条の規定を準用し、毎月１

５日までに区長に申請するものとする。 

２ こども未来部長は、前項の規定による申請があった場合は、第８条の規定

を準用する。 

３ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により認定会議を開催できな

い場合は、区長は、第５条又は第７条に規定する調査に従事した保育計画課

担当職員及び観察調査員の意見に基づき、特別支援保育対象児童の認定の可

否等を決定することができる。 



４ 区長は、第１項の規定により月の１５日までに申請があった場合は、当該

月（１６日以降に申請があった場合は、翌月）の１日付けで認定の可否等を

決定し、前条に定める通知書により特別支援児童認定申請者又はクラスサポ

ート対象児童認定申請者に通知する。 

（認定解除等） 

第１１条 特別支援児童認定申請者又はクラスサポート対象児童認定申請者は、

認定を受けた特別支援保育対象児童が保育所等を退所（卒園を除く。）した

とき又は個別支援が不要となったときは、江東区特別支援保育対象児童認定

解除申請書（別記第１１号様式）により区長に申請しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、江東

区特別支援保育対象児童認定解除通知書（別記第１２号様式）により特別支

援児童認定申請者又はクラスサポート対象児童認定申請者に通知する。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、特別支援保育対象児童の認定につい

て必要な事項は、こども未来部長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

別表（第８条関係） 

こども未来部長、保育計画課長、保育課長、障害者支援課長、保育計画課運

営指導係長、保育計画課運営指導担当係長、保育課保育管理係長、保育課保

育支援係長、保育課入園係長、保育計画課担当職員、私立保育園連盟園長会

会長、区立保育園長会幹事長、私立保育園長代表、区立保育園長代表 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



別記第１号様式（第４条、第１０条関係） 

別記第１号の２様式（第４条、第１０条関係） 

別記第２号様式（第４条、第１０条関係） 

別記第３号様式（第４条、第１０条関係） 

別記第４号様式（第６条、第１０条関係） 

別記第５号様式（第６条、第１０条関係） 

別記第６号様式（第６条、第１０条関係） 

別記第７号様式（第９条関係） 

別記第８号様式（第９条関係） 

別記第９号様式（第９条関係） 

別記第１０号様式（第９条関係） 

別記第１１号様式（第１１条関係） 

別記第１２号様式（第１１条関係） 

 


